
（令和４年６⽉30⽇制定） 

「NTT コミュニケーションズご利⽤料⾦等の請求・収納業務」に係る取扱い規約 
 
（規約の適⽤） 

第 1 条 株式会社 NTT ドコモ（以下「当社」といいます。）は、この「NTT コミュニケーションズご利⽤料⾦等の請求・収

納業務に係る取扱い規約（以下「本規約」といいます。）」に基づき、第 2 条に定める、別紙 1 に記載の契約約款等に

係る通信サービス等（以下「対象サービス」といいます。）に関する料⾦その他の債務等について、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社（以下「対象サービス提供会社」といいます。）より当該債務に係る債権を譲り受けまたは対象サービ

ス提供会社に代わって、請求・回収する取扱い（以下「NTT コミュニケーションズ料⾦等の請求・回収の取扱い」といいま

す。）を⾏います。 

 

（通信サービスご利⽤料⾦等の請求・収納業務の対象範囲） 

第 2 条 当社は、別紙１に記載の契約約款等に基づき発⽣し、かつ、別紙１に記載の契約約款等においてその債務に

係る債権を当社に譲渡するものとされた料⾦その他の債務（以下「料⾦その他の債務」といいます。）及び当該債務と合

算して請求する取扱いとなっている料⾦等（以下総称して「料⾦その他の債務等」といいます。）について、NTT コミュニ

ケーションズ料⾦等の請求・回収の取扱いを⾏います。 

 

（対象サービス提供会社における⼀括請求の取扱い） 

第３条 当社は、対象サービス提供会社において既に対象サービス提供会社が提供する⼀括請求の取扱いが⾏われて

いる場合は、当該⼀括請求に関する料⾦その他の債務を１の債務とみなして取り扱います。 

 

（料⾦等の⽀払義務） 

第 4 条 NTT コミュニケーションズ料⾦等の請求・回収の取扱いの対象となる、対象サービス提供会社のお客様（以下

「お客様」といいます。）は、料⾦その他の債務等を対象サービス提供会社が定める期⽇までに当社へ⽀払うことを要しま

す。 

 

（料⾦等の⽀払⽅法） 

第 5 条 料⾦その他の債務等の⽀払⽅法は、お客様が対象サービス提供会社に対し指定した⽅法に従うものとします。 

 

（⽀払⾦等の充当順序） 

第 6 条 弁済のあった⾦額が料⾦その他の債務等及び⽀払いを要することになった債務を完済させるに⾜りないときは、

当社が適当と認める順序、⽅法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 

 

（延滞利息） 

第 7 条 お客様は、当社が対象サービス提供会社より譲り受けた債権にかかる債務（延滞利息を除きます。以下この条

において同じとします。）について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の



前⽇までの⽇数について、年 14.5％（割賦債権にかかる債務については⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇までの⽇数に

ついて法定利率）の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期⽇までに⽀払うものとします。ただし、

料⾦その他の債務に係る⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りでありません。 

2 当社は、延滞利息の他に請求する料⾦等がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。 

 

（費⽤の負担） 

第 8 条 お客様は、料⾦その他の債務等及び⽀払いを要することになった債務を⾦融機関等にて振込により⽀払う場合

の⾦融機関等所定の振込⼿数料その他の⽀払いに際して発⽣する各種取扱⼿数料、本規約に基づく費⽤・⼿数料等

に課される消費税その他の公租公課を負担するものとします。 

 

（個⼈情報の取扱い） 

第 9 条 お客様は、対象サービス提供会社から当社への債権譲渡に伴い当社が提供を受けた情報及び NTT コミュニケ

ーションズ料⾦等の請求・回収の取扱いに伴い当社が取得した情報について、料⾦その他の債務等の請求・回収に必要

な範囲内で利⽤することに同意していただきます。その他、個⼈情報（お⽀払いご担当者の個⼈情報を含みますがこれに

限られません）の取扱いについては、当社プライバシーポリシーに規定するものとします。 

２ お客様は、当社が対象サービス提供会社から譲り受けた債権に係る料⾦その他の債務等に関する収納状況等、対

象サービスの提供に必要な情報を、対象サービス提供会社に通知する場合があることに同意していただきます。 

 

（お客様からの届出） 

第 10条 お客様は、料⾦その他の債務等の⽀払⽅法の変更及び請求先の変更等があった場合、対象サービス提供会

社に対して届け出るものとします。この場合、その届出の⽅法については、対象サービス提供会社が定めるところによります。 

 

（対象サービス提供会社による利⽤停⽌） 

第 11 条 お客様が、対象サービス提供会社が定める⽀払期⽇を経過してもなお料⾦その他の債務を⽀払わない場合、

対象サービス提供会社による対象サービスの利⽤停⽌が実施されることがあります。 

 

（⽀払証明書の発⾏） 

第 12 条 当社は、お客様から請求があったときは、その対象サービスに関する料⾦その他の債務等が既に当社に⽀払わ

れた旨の証明書（以下「⽀払証明書」といいます。）を発⾏します。 

2 お客様は、第 1 項の請求をし、その⽀払証明書の発⾏を受けたときは、別紙 2 に規定する⼿数料及び郵送料等の

⽀払いを要します。 

 

（その他の提供条件） 

第 13条 NTT コミュニケーションズ料⾦等の請求・回収の取扱いに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところに

よります。 

 



（規約の変更等） 

第 14 条 当社は、⺠法（明⽰ 29 年法律第 89号）第 548 条の４の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合

は、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の内容について合意があったものとみなし、個別にお客様と合意する

ことなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合の提供条件は、変更後の本規約によります。 

（１） 本規約の変更が、お客様の⼀般の利益に適合するとき。 

（２） 本規約の変更が、契約をした⽬的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更

に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

 

（権利義務の譲渡の禁⽌） 

第 15 条 お客様は、本規約に基づく権利及び義務を当社の承諾なく第三者に譲渡、貸与、質⼊れ⼜は担保に供する

ことはできません。 

 

（合意管轄裁判所） 

第 16 条 お客様と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が⽣じた場合、東京地⽅裁判所⼜はお客様の住所地

を管轄する地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第 17 条 本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。 

 

別紙 1 対象サービス契約約款等 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の定める以下の契約約款・利⽤規約 

 ・ビジネスプラス利⽤規約 

 ・ビジネスプラス U³ REC受信サーバに関する利⽤規約 

 ・グローバル衛星通信サービス契約約款 

 ・ＬＡＮ型通信網サービス契約約款 

 ・固定ＶＰＮサービス利⽤規約 

 ・ドコモの固定 VPN 付加価値情報基盤サービス利⽤規約 共通編 

 ・ドコモの固定 VPN 付加価値情報基盤サービス利⽤規約 別冊 

（Flexible InterConnect サービス） 

 

別紙 2 ⽀払証明書の発⾏⼿数料 

⽀払証明書 1枚ごとに 440円（税込） 

別途、郵送料（実費）、収⼊印紙料（消費税相当額を含みます）が必要となることがあります。 




